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SOMPO ひまわり生命保険と 

女性活躍推進に係る連携協定を締結しました 

－企業向け出張セミナーを実施－ 
 

 堺市とSOMPOひまわり生命保険株式会社は、働く女性の活躍推進と健康課題解決等に向けて、「女性の活躍の

推進に係る連携協定」を締結しました。 

 締結後、堺市と SOMPO ひまわり生命保険株式会社は、女性社員の金融リテラシー向上をサポートする企業の取

組を支援するため、また、女性特有の病気のリスクや女性ホルモンとの関係性等、働く女性の健康課題について社員の

理解を促進するため、各企業で出張セミナーを共催します。 

 

1 締結先 

SOMPO ひまわり生命保険株式会社（大阪市西区江戸堀1丁目 11番 4号損保ジャパン肥後橋ビル 5階） 

関西企画開発営業部長 佐藤 昌輝 

 

2 締結日 

令和7年 1月 16日（木） 

 

3 締結内容 

（1）働く女性の健康課題に対する理解促進に関すること 

（2）働く女性の就業継続に向けた健康支援に関すること 

（3）働く女性の金融リテラシーの向上に関すること 

（4）その他協定の目的を達するために必要な事項に関すること 

 

4 具体的な取組内容 

令和７年2月 1日より、共同で出張セミナーを実施します。 

【出張セミナー概要】 

募集開始日 令和7年 2月 1日 

内 容 

・女性社員のパフォーマンス向上のための健康支援 

・女性特有の健康課題 

・働く女性のためのお金の教養 

・社内の女性活躍に役立つフェムテックサービス など 

× 



 

利 用 料 無料 

対 象 者 

・女性社員の不調に対してどのように対応すればいいのか不安な管理職、社員の方 

・女性社員のパフォーマンスをもっと高め、長く働いてもらいたい管理職の方 

・月経や更年期等のからだのことで仕事中に困った経験がある方 

・将来に向けた資産形成の話に興味のある女性社員の方 

・健康経営や女性活躍を一歩進めたい経営者の方 など 

実施の流れ 

①電話またはメールにてダイバーシティ企画課へ申込 

電話：072-228-7408   メール：daiki@city.sakai.lg.jp 

②日程調整し、実施日を決定 

③講師が訪問しセミナーを実施 

 

  

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：市民人権局 ダイバーシティ推進部 

ダイバーシティ企画課（女性活躍推進担当） 

電 話：072-228-7408 

フ ァ ッ ク ス：072-228-8070 



 

堺市とＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社との女性の活躍推進に係る連携協定書 

 

堺市（以下「甲」という。）とＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（以下「乙」という。）

は、市内企業における女性の活躍推進に向け、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙が相互に連携及び協力し、働く女性のライフステージごとの健

康課題に起因する望まない離職等を防ぐ取組や、経済的自立のための取組等を通じて、女

性の職業生活での活躍の推進を図ることを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達するため、次に掲げる事項について連携し協力する。 

(1)働く女性の健康課題に対する理解促進に関すること。 

(2)働く女性の就業継続に向けた健康支援に関すること。 

(3)働く女性の金融リテラシーの向上に関すること。 

(4)その他前条の目的を達するために必要な事項に関すること。 

 

（実績報告） 

第３条 乙は前条の連携・協力事項に関する取組状況を書面により甲に報告するものとす

る。報告の時期については、甲乙が協議の上、決定する。 

 

（守秘義務） 

第４条 甲及び乙は、第２条の連携・協力事項の検討及び実施により知り得た秘密及び個人

情報を、これを提供した相手方の事前の承諾なしに、第三者に提供若しくは漏洩し、又は

第１条の目的の外に使用してはならない。 

２ 甲及び乙は、本協定が終了した後も、前項に規定する守秘義務を負うものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、令和７年２月１日から令和８年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の日の３０日前までに、甲又は乙のいずれからも特段の申し出がない場合は、

さらに１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

（協定の見直し及び解除） 

第６条 甲又は乙のいずれかが、この協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、こ

の協定の変更又は解除を行うものとする。 

 



 

（配慮義務） 

第７条 乙は、第２条の連携・協力事項を行うにあたって、甲が乙の営利事業を推奨してい

ると第三者が解しないよう十分配慮する。 

２ 前項の規定に反する行為があったと認められる場合は、前条の規定にかかわらず、甲は

乙に対して本協定を解除することができる。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲

乙が協議してこれを定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を

所持する。 

 

令和７年１月１６日 

 

 

 

          甲 堺市堺区南瓦町３番１号 

             堺 市 

             堺市長 永藤 英機 

 

 

          乙 大阪市西区江戸堀１丁目１１番４号 

            損保ジャパン肥後橋ビル５階 

             ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 

             関西企画開発営業部長 佐藤 昌輝 

 


